
平成 21年度（第 6回）道北女子クラブ対抗親善大会 

 

 

          開 催 日：平成 21年 7月 25日（土） 

          会   場：旭川たかすゴルフクラブ 

          主   催：北海道女子ゴルフ協会道北部会 

 

 

競 技 の 条 件 

 

１．ゴルフ規則 

   日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。 

２．使用球の規格 

   『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ｉ(C) 1b』を適用する。（ゴルフ規則 185p参照） 

３．使用クラブの規格 

   『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ｉ(C) 1a』を適用する。（ゴルフ規則 183p参照） 

４．スタート時間          

   『ゴルフ規則付 I（C）2』を適用する。（ゴルフ規則 186p参照） 

５．ホールとホールの間での練習禁止 

   『ゴルフ規則付Ｉ(C) 6b』を適用する。（ゴルフ規則 189p参照） 

 

 

ローカルルール 

 

１． アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

２． 修理地は青杭または、白線をもってその境界を標示する。 

３． コース内の道路（カート道路を含む）、樹木の支柱、排水施設、その他の人工物は動かせない障害物とする。 

４． No.1ホール（右）、No.5 ホール（右）の間に設置されたネットを越えた場合、1打罰を加え、ネットを越えた

と思われる進入口からピンに向かった直角方向のフェアウェイにドロップするか、JGA ルールにのっとり、そ

のままプレーを続行するかを選択することができる。 

５． No.1ホール（右）、No.5ホール（右）の間に設置されたネットがプレーの妨げになる場合、動かせない障害物

として、無罰で救済を受け、プレーすることができる。          

６． No.4ホール、No.6ホールのネットフェンスがプレーの妨げになる場合は、無罰で指定ドロップ区域に球をドロ

ップすることができる。 

７．ローカルルールに追加又は変更のある場合は、随時クラブハウス内に掲示し、その日より効力を発生する。 

８．上記以外は JGAの規定による。  

 

注 意 事 項  

 

１． 競技の条件またはローカルルールに追加又は変更のある場合は、クラブハウス内に掲示して告示する。 

２． プレーの進行に留意し、先行組との間隔を空けないよう注意すること。プレーの不当な遅延についてはゴルフ規

則 6-7を適用する。（ゴルフ規則 68p参照） 

 

 

競技委員長  黒川 博美 


